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前 文 

 

学校部活動は、スポーツ・文化芸術に興味・関心のある同好の生徒が自主的・自発的に参

加し、各部活動の責任者（以下「部活動顧問」という。）の指導の下、学校教育の一環とし

て行われ、教師の献身的な支えにより、我が国のスポーツ・文化芸術振興を担ってきた。 

また、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と

教師等との好ましい人間関係の構築を図り、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感

の涵養に資するなど、学校という環境における生徒の自主的で多様な学びの場として、教育

的意義を有してきた。 

 しかしながら、全国的に少子化が進展する中で、学校部活動を従前と同様の体制で運営す

ることは難しくなってきており、特に本市では、平成 25 年度の中学生は 1015 人であった

が、令和５年度は 728 人と激減している。さらに、令和 15 年度には、558 人になると予測

され、部員数の減少により部活動存続の危機に直面している。また、専門性や意思に関わら

ず教師が顧問を務めるこれまでの指導体制を継続することは、学校の働き方改革が進む中、

厳しい状況である。 

 生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動を実現するためには、学校と地域との連携・協働に

より、学校部活動の在り方に関し速やかに改革に取り組み、生徒や保護者の負担に十分配慮

しつつ、持続可能な活動環境を整備する必要がある。 

このような状況の中、スポーツ庁及び文化庁が令和４年 12 月「学校部活動及び新たな地

域クラブ活動の在り方等関する総合的なガイドライン」を策定し、これを受け、長崎県教育

委員会が令和５年３月に「長崎県中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関す

る方針」を策定したところである。こうした国・県の同行も踏まえ、本市においても、「平

戸市運動部活動の在り方に関するガイドライン」と「平戸市文化部活動の在り方に関するガ

イドライン」を統合した上で、本市の方針を策定するものである。 
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本方針の策定の趣旨等 

 

 本方針は、少子化の中でも将来にわたり、生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親

しむことができる機会を確保することを目指し、学校部活動が生徒にとって望ましいスポ

ーツ・文化芸術環境となるよう、適正な運営や効率的・効果的な活動の在り方について示

すとともに、新たな地域クラブ活動を整備するために必要な対応について、市の考え方を

示すものである。 

 学校部活動の教育的意義や役割については、地域クラブ活動においても継承・発展させ、

さらに、地域での多様な体験や様々な世代との豊かな交流等を通じた学びなどの新しい価値

が創出されるよう、学校教育関係者等と必要な連携を図りつつ、発達段階やニーズに応じた

多様な活動ができる環境を整えることが必要である。 

 また、学校部活動の地域移行は、「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」と

いう意識のもとで、生徒の望ましい成長を保障できるよう、地域の持続可能で多様な環境

の一体的な整備により、地域の実情に応じたスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体

験格差を解消することを目的としている。 

 本方針は、平戸市立中学校の生徒の活動を主な対象とし、生徒にとって望ましいスポー

ツ・文化芸術環境を構築するという観点に立ち、本市の地域、学校、競技種目・分野等に

応じた多様な形で最適に実施されることを目指すものである。 
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Ⅰ 学校部活動 

  学校部活動は教育課程外の活動であり、その設置・運営は学校の判断により行われる

ものであるが、学校部活動を実施する場合には、その本来の目的を十分に果たし、生徒

にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境となるよう、以下に示す内容を徹底する。 

１ 適切な運営のための体制整備 

（１）学校部活動に関する方針の策定等 

  ア 校長は、本方針に則り、部活動の方針を策定する。 

  イ 部活動顧問は、年間の活動計画（活動日、休養日及び参加予定大会日程等）並び

に毎月の活動計画及び活動実績（活動日時・場所、休養日及び大会参加日等）を作

成し、校長に提出する。 

ウ 校長は、前記イの活動方針、活動計画及び活動実績を学校のホームページへの掲 

載等により公表する。 

エ 市教育委員会は、前記ウに関し、各学校において学校部活動の活動方針・計画の 

策定等が効率的に行えるよう、簡素で活用しやすい様式の作成等を行う。 

（２）指導・運営に係る体制の構築 

ア 校長は、教師だけでなく、部活動指導員や外部指導者など適切な指導者を確保し 

ていくことを基本とし、生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、指導 

内容の充実、生徒の安全の確保、教師の長時間勤務の解消等の観点から円滑に学校 

部活動を実施できるよう、適正な数の学校部活動を設置する。 

イ 校長は、部活動顧問の決定に当たっては、校務全体の効率的・効果的な実施に鑑 

み、教師の他の校務分掌や本人の抱える事情、部活動指導員の配置状況等を勘案し 

た上で行うなど、学校全体としての適切な指導、運営及び管理に係る体制を構築す 

る。その際、学校部活動に関する研修を学校代表者が受講して校内で情報を共有す 

るなど、部活動顧問が適切な学校部活動運営に関する知識や方法の習得ができるよ 

う配慮する。 
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ウ 校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、学校部活動の活動内容を 

 把握し、生徒が安全にスポーツ・文化芸術活動を行い、教師の負担が過度とならな 

いよう持続可能な運営体制が整えられているか等について、適宜、指導・是正を行 

う。 

エ 市教育委員会は、部活動顧問を対象とするスポーツ・文化芸術活動の指導に係る 

知識及び実技の質の向上並びに学校の管理職を対象とする学校部活動の適切な運営 

に係る実効性の確保を図るための研修等の取組を行う。 

オ 市教育委員会及び校長は、教師の学校部活動への関与について、法令や「公立学 

校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が 

教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針 2」（令和２ 

年文部科学省告示第１号）に基づき、業務改善及び勤務時間管理等を行う。 

カ 市教育委員会は、各学校の生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況や校務分担 

の実態等を踏まえ、部活動指導員の積極的な任用に努め、学校に配置する。また、 

教師ではなく部活動指導員が顧問となり指導や大会等の引率を担うことのできる体 

制を構築する。 

キ 校長は、部活動指導員が確保できない場合には、外部指導者を配置するなど指導 

体制の充実を図る。その際、校長の責任の下に確実に委嘱を行い、「学校の部活動に 

係る活動方針」等に基づいて指導が行われるよう周知し連携を図る。また、事故や 

怪我等の発生時の対応や外部指導者の保険への加入など適切な指導体制を図る。な 

お、学校部活動における外部指導者の大会引率等については、今後、国の制度や大 

会参加規程等の見直しを踏まえて、別途、県教育委員会及び市教育委員会が定める 

こととする。 

ク 市教育委員会は、部活動指導員等の任用・配置に当たっては、学校教育について 

理解し、適切な指導を行うために、学校部活動の位置付け、教育的意義、生徒の発 

達段階に応じた科学的な指導、安全の確保や事故発生時の対応を適切に行うこと、 

体罰（暴力）やハラスメント（生徒の人格を傷つける言動）は、いかなる場合も許 
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されないこと、服務（校長の監督を受けることや生徒、保護者等の信頼を損ねるよ 

うな行為の禁止等）を遵守すること等に関し、任用前及び任用後の定期において研 

修を行う。 

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進 

（１）校長、部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、学校部活動の実施に当たっては、

生徒の心身の健康管理（スポ―ツ障害・外傷の予防や文化部活動中の障害・外傷の予防、

バランスのとれた学校生活への配慮等を含む）、事故防止（活動場所における施設・設

備の点検や活動における安全対策等）を徹底し、体罰・ハラスメントを根絶する。特に

運動部活動においては、文部科学省が平成２５年５月に作成した「運動部活動での指導

のガイドライン」に則り、県教育委員会が平成２６年１月に作成した「運動部活動指導

の手引き」及び中央競技団体が作成・公開する「指導の手引」等を活用し、適切な指導

を行う。市教育委員会は、学校におけるこれらの取組が徹底されるよう、学校保健安全

法等も踏まえ、適宜、支援及び指導・是正を行う。 

（２）校長、部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、県教育委員会が作成した「運

動部活動時における熱中症対策ガイドライン」（令和４年７月２５日付け４教体第２０

１号）に則った熱中症対策に努める。特に気象庁の高温注意情報が発せられるなど生

徒の熱中症事故防止等に特段の配慮が必要な場合は、環境省熱中症予防情報サイトの

熱中症警戒アラートメール配信サービスに登録、リアルタイムに熱中症警戒アラート

の情報を入手できるようにし、躊躇せず活動内容の変更、活動時間の短縮や時間帯の

変更、活動を中止とするなど、万全の対策を行う。 

（３）市教育委員会及び校長は、高温や多湿時において、主催する学校体育大会及び文化

部が参加する大会等や地域の行事、催し等が予定されている場合については、大会等

や地域の行事、催し等の延期や見直し等、柔軟な対応を行う。また、主催する広域的

な大会等でやむを得ない事情により開催する場合には、関係団体と連携し、参加生徒

の適切な選別、こまめな水分・塩分の補給や休憩の取得、マスクの着脱、観戦者の軽

装や着帽等、生徒の健康管理を徹底する。なお、熱中症の疑いのある症状が見られた
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場合には、早期の水分・塩分の補給や体温の冷却、病院への搬送等、適切な対応を徹

底する。 

（４）運動部活動の指導者（部活動顧問、部活動指導員、外部指導者）は、スポーツ医・

科学の見地からは、トレーニング効果を得るために休養等を適切に取ることが必要で

あること、また、過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスクを高め、必ずしも体力・

運動能力の向上につながらないこと等を正しく理解し、生徒の発達段階や競技特性等

を踏まえた効率的・効果的なトレーニングの積極的な導入等により、休養等を適切に

取りつつ、短時間で効果が得られる指導を行う。 

（５）文化部活動の指導者（部活動顧問、部活動指導員、外部指導者）は、生徒のバラン

スのとれた健全な成長の確保の観点から休養等を適切に取ることが必要であること、

また、過度の練習が生徒の心身に負担を与え、文化部活動以外の様々な活動に参加す

る機会を奪うこと等を正しく理解し、分野の特性等を踏まえた効率的・効果的な練

習・活動の積極的な導入等により、休養等を適切に取りつつ、短時間で効果が得られ

る指導を行う。 

（６）学校部活動の指導者（部活動顧問、部活動指導員、外部指導者）は、生徒のスポー

ツ・文化芸術等の能力向上や、生涯を通じてスポーツ・文化芸術等に親しむ基礎を培

うとともに、生徒がバーンアウトすることなく、技能の向上や大会等での好成績等そ

れぞれの目標を達成できるよう、生徒とコミュニケーションを十分に図った上で指導

を行う。その際、専門的知見を有する保健体育担当の教師や養護教諭等と連携・協力

し、発達の個人差や成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指

導を行う。 

３ 適切な休養日等の設定 

運動部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、運動、食 

事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、スポーツ医・科学 

の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間に関する研究も踏まえ、また、文化 

部活動における休養日及び活動時間についても、成長期にある生徒が、教育課程内の活 
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動、学校部活動、学校外の活動、その他の食事、休養及び睡眠等の生活時間のバランス 

のとれた生活を送ることができるよう、以下を基準とする。 

（１）休養日 

ア 学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。その場合、平日は少なくとも１ 

日、土曜日及び日曜日は少なくとも１日以上とし、家庭の日（毎月第３日曜日）は 

学校部活動を実施しない日（ノー部活動デー）と位置付ける。その際、土曜日及び 

日曜日や家庭の日に大会参加等で活動した場合は、翌月曜日や連休最終日を休養日 

とするなど、休養日を他の日に振り替え、適切に休養日を設定する。 

イ 長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な 

休養を取ることができるとともに、学校部活動以外にも多様な活動を行うことがで 

きるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。 

（２）活動時間 

ア １日の活動時間を、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週末 

を含む）は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な 

活動を行う。 

イ 学校や地域、学校部活動の実情、大会参加等によって活動時間が長くなるような 

場合は、翌週に休養日を加えるなど、恒常化しないよう見通しを持って活動計画を 

立て、生徒が休養を十分にとることができるようにする。 

（３）支援・指導、実施の徹底等 

  ア 校長は、１（１）に掲げる「学校の部活動に係る活動方針」の策定に当たって 

は、本方針に則り、各部活動の休養日及び活動時間等を設定し、公表する。また、 

各部の活動内容を把握し、適宜、指導・是正を行う等、その運用を徹底する。 

イ 休養日及び活動時間等の設定については、生徒の部活動に対する意欲の向上にも 

配慮し、地域や学校の実態を踏まえた工夫として、定期試験前後の一定期間等、各 

部共通、学校全体、市共通の学校部活動の休養日を設けることや、週間、月間、年 

間単位での活動頻度・時間の目安を定める。 
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４ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術環境の整備 

（１）校長は、学校の指導体制等に応じて、性別や障害の有無を問わず、技能等の向上や 

大会等で好成績を収めること以外にも、気軽に友達と楽しめる、適度な頻度で行える 

等多様なニーズに応じた活動を行うことができる環境の整備に努める。 

【例】運動部活動 

・複数のスポーツや季節ごとに異なるスポーツを行う活動 

・競技・大会志向でなくレクリエーション志向で行う活動 

・体力つくりを目的とした活動 

・生徒が楽しく体を動かす習慣の形成に向けた動機付けとなる活動等 

【例】文化部活動 

・体験教室などの活動 

・レクリエーション的な活動 

・障害の有無や年齢等に関わらず一緒に活動することができるアート活動 

・生涯を通じて文化芸術を愛好する環境を促進する活動等 

（２）市教育委員会は、少子化に伴い、単一の学校では特定の分野の学校部活動を設ける 

ことができない場合や、部活動指導員や外部指導者が配置できず、指導を望む教師も 

いない場合には、生徒のスポーツ・文化芸術活動の機会が損なわれることがないよ 

う、当面、複数校の生徒が拠点校の学校部活動に参加する等、合同部活動等の取組を 

推進する。 

（３）校長は、運動、歌や楽器、絵を描くことなどが苦手な生徒や障害のある生徒が参加 

しやすいよう、スポーツ・文化芸術等に親しむことを重視し、一人一人の違いに応じ 

た課題や挑戦を大切にすることや、過度な負担とならないよう活動時間を短くするな 

どの工夫や配慮をする。 

（４）市教育委員会及び校長は、学校部活動は生徒の自主的・自発的な参加により行われ 

るものであることを踏まえ、生徒の意思に反して強制的に加入させることがないよう 

にするとともに、その活動日数や活動時間を見直し、生徒が希望すれば、特定の種 
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目・部門だけでなく、スポーツ・文化芸術や科学分野の活動、地域での活動も含めて 

様々な活動を同時に経験できるよう配慮することに努める。 

５ 学校部活動の地域連携 

（１）市教育委員会及び校長は、学校や地域の実情に応じて、地域のスポーツ・文化芸術 

団体との連携や民間事業者の活用等により、保護者の理解と協力を得て、学校と地域 

が協働・融合した形での地域におけるスポーツ・文化芸術の環境整備を進める。その 

際、各地域において、行政、学校、スポーツ・文化芸術団体等の関係者が現状や課題 

を共有し、今後のスポーツ・文化芸術環境の在り方等を協議する場を設ける。 

（２）市教育委員会及び校長は、地域の実情に応じ、学校種を越え、中学校、高等学校、 

大学及び特別支援学校等との合同練習を実施するなどにより連携を深め、生徒同士の 

切磋琢磨や多様な交流の機会を設けることに努める。 

（３）公益財団法人長崎県スポーツ協会（以下「県スポーツ協会」という。）、競技団体及 

  びその他のスポーツ団体は、総合型地域スポーツクラブやスポーツ少年団等の生徒が 

所属する地域のスポーツ団体に関する事業等について、市教育委員会等と連携し、学 

校と地域が協働・融合した形での地域のスポーツ環境の充実を図る。また、各分野の 

文化芸術団体等は、市教育委員会等と連携し、学校と地域が協働・融合した形での文

化芸術等の活動を推進する。さらに、地域のスポーツ・文化芸術関係団体は、市教育

委員会が実施する部活動指導員の任用・配置や、部活動顧問等に対する研修等、スポ

ーツ・文化芸術活動の指導者の質の向上に関する取組に協力する。 

（４）市教育委員会及び校長は、地域で実施されている分野と同じ分野の学校部活動につ 

いては、休日の練習を共同で実施するなど連携を深める。休日に限らず平日において 

も、できるところから地域のスポーツ・文化芸術団体等と連携して活動する日を増や 

す。 

（５）市教育委員会及び校長は、学校部活動だけでなく、地域で実施されているスポー 

ツ・文化芸術活動の内容等も生徒や保護者に周知するなど、生徒が興味関心に応じ 

て自分にふさわしい活動を選べるようにする。 
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Ⅱ 新たな地域クラブ活動 

市立中学校において、学校部活動の維持が困難となる前に、学校と地域との連携・協 

働により、生徒のスポーツ・文化芸術活動の場として、新たに地域クラブ活動を整備す 

る必要がある。地域クラブ活動は、学校の教育課程外の活動として、社会教育法上の 

「社会教育」（主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレ 

クリエーションの活動を含む。））の一環として捉えることができ、また、スポーツ基本 

法や文化芸術基本法上の「スポーツ」「文化芸術」として位置付けられるものでもある。 

したがって、地域クラブ活動は、学校と連携し、学校部活動の教育的意義を継承・発展 

しつつ、スポーツ・文化芸術の振興の観点からも充実を図ることが重要である。 

これを踏まえ、学校部活動で担ってきた生徒のスポーツ・文化芸術の機会を地域スポ 

ーツ・文化芸術から支えに行くという視点も有しつつ、新たな地域クラブ活動の在り方 

や運営体制、活動内容等の方針とする。市及び関係スポーツ・文化芸術団体等において 

は、地域の実情に応じ、関係者の共通理解の下、できるところから取組を進めていくこ 

とが望ましい。 

１ 新たな地域クラブ活動の在り方 

（１）市は、地域の実情やニーズを把握し、生徒が生涯にわたってスポーツ・文化芸術に 

親しむ機会を確保し、生徒の心身の健全育成等を図るためだけでなく、地域住民にと 

ってもより良い地域スポーツ・文化芸術環境となることを目指し、地域のスポーツ・ 

文化芸術団体、学校等の関係者の理解と協力の下、生徒の活動の場として、地域クラ 

ブ活動を行う環境を速やかに整備する。 

（２）地域クラブ活動を行う環境の整備は、県教育委員会が令和４年７月、令和４年１０ 

月に策定した「運動部活動地域移行推進計画」、「文化部活動地域移行推進計画」の地 

域移行モデル等、地域の実情に応じた各地域クラブ活動を統括する運営団体や、個別 

の地域クラブ活動を実際に行う実施主体が進めることが考えられる。このような運営 

団体・実施主体等の整備、生徒のニーズに応じた複数の運動種目・文化芸術分野に取 
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り組めるプログラムの提供、質の高い指導者の確保等に取り組み、生徒のみならず地 

域住民を対象とした地域スポーツ・文化芸術活動全体を振興する契機とする。 

（３）新たな地域クラブ活動を整備するに当たり、例えば総合型地域スポーツクラブの充 

実を図ることで、中学校の生徒だけではなく、他の世代にとっても、気軽にスポーツ・ 

文化芸術活動を行える環境となり、地域全体としてより幅広いニーズに応えられるよう 

になること、生涯を通じた運動習慣作りや文化芸術等の愛好が促進されること、市民の 

体力向上を図り健やかな生活を営む資質を養うこと、行政やスポーツ・文化芸術団体、 

学校等との緊密な連携や、指導者等の活用が充実することが期待できる。 

２ 適切な運営や効率的・効果的な活動の推進 

（１）参加者  

従来の学校部活動に所属していた生徒はもとより、学校部活動に所属していない生 

徒、運動や歌、楽器、絵を描くことなどが苦手な生徒、障害のある生徒など、地域ク 

ラブへの加入を希望する全ての生徒を想定する。 

（２）運営団体・実施主体  

ア 地域スポーツ・文化芸術団体等の整備充実  

【地域スポーツ団体等】  

（ア）市は、関係者の協力を得て、地域クラブ活動の運営団体・実施主体等の整備 

  充実を支援する。その際、運営団体・実施主体は、総合型地域スポーツクラブ 

やスポーツ少年団、スポーツ協会、競技団体、クラブチーム、プロスポーツチ 

ーム、民間事業者、フィットネスジム、大学など多様なものが想定される。ま 

た、地域学校協働本部や保護者会、同窓会、複数の学校の運動部が統合して設 

立する団体など、学校と関係する組織・団体も想定される。 

（イ）県及び市並びに県スポーツ協会、競技団体等は、『スポーツ団体ガバナンスコ 

ード＜一般スポーツ団体向け＞』を運営団体・実施主体等に対して広く周知・ 

徹底する。また、運営団体・実施主体は、『スポーツ団体ガバナンスコード＜一 

般スポーツ団体向け＞』に準拠した運営を行う。 
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【地域文化芸術団体等】  

市は、関係者の協力を得て、地域クラブ活動の運営団体・実施主体の整備充実 

を支援する。その際、運営団体・実施主体は、文化芸術団体等に加え、地域学校 

協働本部や保護者会、同窓会、複数の学校の文化部が統合して設立する団体な 

ど、学校と関係する組織・団体も想定する。 

イ 関係者間の連携体制の構築等  

（ア）市は、生涯学習課、文化交流課、学校教育課、教育総務課、地域スポーツ・ 

文化芸術団体、学校、地域指導者、保護者等の関係者からなる協議会などにお 

いて、定期的・恒常的な情報共有・連絡調整を行い、緊密に連携する体制を整 

備する。 

（イ）地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、例えば、年間の活動計画（活動 

日、休養日及び参加予定大会の日程等）及び毎月の活動計画（活動日時・場  

所、休養日及び大会参加日等）を作成し、公表する。その際、協議会等の場も 

活用し、地域におけるスポーツ・文化芸術団体等での活動中の生徒同士のトラ 

ブルや事故等の対応を含む管理責任の主体を明確にし、共通理解を図る。 

（３）指導者  

ア 指導者の質の保障  

【地域スポーツクラブ活動】  

（ア）県及び市は、生徒にとってふさわしい地域スポーツ環境を整備するため、各 

地域において、専門性や資質・能力を有する指導者を確保する。また、競技団 

体・スポーツ団体等は、生徒の多様なニーズに応えられる指導者の養成や資質 

向上の取組を進める。 

（イ）県スポーツ協会は、公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協 

会」という。）における、より多くの指導者が自ら公認スポーツ指導者資格取得 

を目指す制度設計に基づき、指導者資格取得の促進に取り組む。また、加盟・ 

準加盟団体に対し、指導技術の担保や生徒の安全・健康面の配慮など、生徒へ 
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の適切な指導力等の質のみならず、暴言・暴力、行き過ぎた指導、ハラスメン 

ト等の行為も根絶する。 

（ウ）一般社団法人長崎県障害者スポーツ協会及び関係スポーツ団体等は、障害者 

  スポーツ指導資格取得の促進、研修会等への参加を推進する。 

（エ）指導者は、スポーツに精通したスポーツドクターや有資格のトレーナー等と 

  緊密に連携するなど、生徒を安全・健康管理等の面で支える。 

（オ）競技団体・スポーツ団体等は、指導者に暴力等の問題となる行動が見られた 

  場合への対応について、自ら設ける相談窓口のほか、日本スポーツ協会等の統 

括団体が設ける相談窓口を活用し、公平・公正に対処する。県や市などスポー 

ツ団体とは別の第三者が相談を受け付け、各競技団体等と連携しながら対応す 

る仕組みも必要に応じて検討する。 

【地域文化クラブ活動】  

（ア）県及び市は、生徒にとってふさわしい文化芸術等に親しむ環境を整備するた 

め、各地域において、専門性や資質・能力を有する指導者を確保する。また、 

文化芸術団体等は、生徒の多様なニーズに応えられる指導者の養成や資質向上 

の取組を進める。 

（イ）文化芸術団体等は、指導者の質を保障するための研修等実施の際、これまで 

  の文化部活動の意義や役割について、地域単位の活動においても継承・発展さ 

せ、新しい価値が創出されるよう、学校教育関係者等と必要な連携をしつつ、 

発達段階やニーズに応じた多様な活動ができるように留意する。特に、練習が 

過度な負担とならないようにするとともに、生徒の安全の確保や暴言・暴力、 

行き過ぎた指導、ハラスメント等の行為も根絶する。また、指導者に当該行為 

が見られた場合への公平・公正な対処について、自ら設ける相談窓口の設置及 

びその周知や、県及び市など文化芸術団体とは別の第三者が相談を受け付け、 

各団体等と連携しながら対応する仕組みの検討等を進める。 

（ウ）文化芸術活動で留意する必要がある著作権について研修等を行い、地域にお 
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  ける文化芸術活動の中で指導者の理解を深める。 

イ 適切な指導の実施  

（ア）地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、Ⅰ２（１）に準じ、参加者の心身の 

健康管理、事故防止及び安全管理を徹底し、体罰・暴言・ハラスメントを根絶す 

る。県及び市は、適宜、指導助言を行う。 

（イ）指導者は、Ⅰ２（１）に準じ、生徒及び保護者との十分なコミュニケーション 

を図りつつ、適切な休養、過度の練習の防止や合理的かつ効率的・効果的な練習 

の積極的な導入等を行う。また、学校と連携し、専門的知見を有する保健体育担 

当の教師や養護教諭等の協力を得て、発達の個人差や成長期における体と心の 

状態等に関する正しい知識を修得する。 

（ウ）地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、Ⅰ２（１）の指導手引を活用して、 

指導を行う。 

ウ 指導者の量の確保  

（ア）地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、スポーツ・文化芸術団体の指導者の 

ほか、部活動指導員となっている人材の活用、退職教職員、教師等の兼職兼業、 

企業関係者、公認スポーツ指導者、スポーツ推進委員、競技・活動経験のある大 

学生・高校生や保護者、まちづくり協議会など、様々な関係者から指導者を確保 

する。 

（イ）市は、県と連携し、スポーツ・文化芸術団体等の協力を得ながら、広域的な指 

導者の発掘・把握に努め、地域クラブ活動に協力可能な指導者の情報を集めて、 

地域クラブ活動の運営団体・実施主体による指導者の配置を支援する。 

（ウ）県、市及び地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、生徒が優れた指導者から 

指導を受けられるよう、必要に応じＩＣＴを活用した遠隔指導ができる体制整備 

に努める。 

（エ）県、市、県スポーツ協会及び競技団体・スポーツ団体、文化芸術団体等は、指 

導者資格の取得や研修・講座の受講に際し、インターネットを通じて受講できる 
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ようにするなど、指導者の負担軽減に配慮した工夫を行う。 

エ 教師等の兼職兼業  

（ア）市教育委員会は、国が示す手引き等も参考としつつ、地域クラブ活動での指導 

を希望する教師等が、円滑に兼職兼業の許可を得られるよう、規程や運用の改善 

を行う。 

（イ）市教育委員会が兼職兼業の許可をする際には、教師等の本人の意思を尊重し、 

指導を望んでいないにもかかわらず参加を強いられることがないよう十分に確認 

するとともに、勤務校等における業務への影響の有無、教師等の健康への配慮な 

ど、学校運営に支障がないことの校長の事前確認等も含め、検討して許可する。 

（ウ）地域のスポーツ・文化芸術団体等は、教師等を指導者として雇用等する際には、 

教師等の服務監督を行う教育委員会の兼職兼業の方針等に基づき、居住地や、異動 

や退職等があっても当該教師等が当該団体等において指導を継続する意向の有無 

等を踏まえて、継続的・安定的に指導者を確保できるよう留意する。その他、兼職 

兼業に係る労働時間等の確認等を行うに当たっては、厚生労働省の「副業・兼業の 

促進に関するガイドライン」も参照し、教師等の服務監督を行う教育委員会等及び 

地域のスポーツ・文化芸術団体等は連携して、それぞれにおいて勤務時間等の全体 

管理を行うなど、双方が雇用者等の適切な労務管理に努める。 

（エ）市教育委員会及び校長は、教師等が兼職兼業で地域のスポーツ・文化芸術団体 

等の指導者として従事する労働時間等を把握・管理し、当該教師等の健康への配 

慮への留意など適宜、指導助言を行う。 

（４）活動内容  

  ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、競技・大会志向で特定の種目や分野に 

継続的に専念する活動だけではなく、休日や長期休暇中などに開催される体験教室 

や体験型キャンプのような活動、レクリエーション的な活動、シーズン制のような 

複数の種目や分野を経験できる活動、障害の有無にかかわらず、誰もが一緒に参加 

できる活動、アーバンスポーツや、メディア芸術、ユニバーサルスポーツやアート 
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活動など、複数の活動を同時に体験することを含め、生徒の志向や体力等の状況に 

適したスポーツ・文化芸術に親しむ機会を、指導体制に応じて段階的な確保に努め 

る。 

イ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、地域の実情に応じ、生徒の自主的・自 

発的な活動を尊重しつつ、総合型地域スポーツクラブなど他の世代向けに設置され 

ている活動に生徒が一緒に参画できるようにすることも視野に入れ、地域との連携 

に努める。 

ウ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、地域で実施されているスポーツ・文化 

芸術活動の内容等を生徒や保護者に対して情報を提供する。 

（５）適切な休養日等の設定  

   地域クラブ活動に取り組む時間については、競技・大会志向の強いものも含め、生

徒の志向や体力等の状況に応じて適切な活動時間とする必要がある。地域クラブ活動

の運営団体・実施主体は、生徒の心身の成長に配慮して、健康に生活を送れるよう、

「Ⅰ 学校部活動」に準じ、下記の活動時間を遵守し、休養日を設定する。その際、学 

校部活動と地域クラブ活動が併存することから、生徒の成長や生活全般を見通し、Ⅱ 

２（２）イのとおり、運営団体・実施主体と学校を中心とした関係者が連携し、調整 

を図ることが必要である。 

ア 休養日  

（ア）平日も実施する場合 

学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。その場合、平日は少なくとも 

１日、土曜日及び日曜日は少なくとも１日以上とし、家庭の日（毎月第３日曜 

日）は活動を実施しない日と位置付ける。その際、休養日や家庭の日に大会参加 

等で活動した場合は、翌月曜日や連休最終日を休養日とするなど、休養日を他の 

日に振り替え、適切に休養日を設定する。 

（イ）休日のみ実施する場合 

原則として、土曜日及び日曜日のいずれか１日を休養日とし、家庭の日（毎月 
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第３日曜日）は活動を実施しない日と位置付ける。その際、休養日や家庭の日に 

大会参加等で活動した場合は、休養日を他の休日に振り替える。 

（ウ）学校の長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒 

が十分な休養を取ることができるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズン） 

を設ける。 

イ 活動時間  

（ア）１日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週 

末を含む）は原則として３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効 

率的・効果的な活動を行う。 

（イ）地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、休養日及び活動時間等を設定するに 

あたり、生徒が所属する学校等と活動計画の情報共有を図り、円滑な活動を推進 

する。 

（ウ）地域や学校の実情を踏まえた休養日及び活動時間等の設定については、定期試 

験前後の一定期間等、地域スポーツ・文化芸術クラブ活動共通、学校全体、平戸 

市共通の休養日を設けることや、週間、月間、年間単位での活動頻度・時間の目 

安を定めることが考えられることから、学校と連絡・調整を図る。 

（６）活動場所  

  ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、公共のスポーツ・文化施設や、社会教 

   育施設、地域団体・民間事業者等が有する施設だけではなく、地域の中学校をはじ 

   めとして、小学校や高等学校、特別支援学校や、廃校施設も活用する。 

イ 市は、学校施設の管理運営については、指定管理者制度や業務委託等を取り入 

れ、地域クラブ活動を実施する団体等に委託するなど、当該団体等の安定的・継続 

的な運営を促進する。 

ウ 市教育委員会は、地域クラブ活動を行う営利を目的とした民間事業者等が、学校 

施設の利用が可能となるように改善に努める。 

エ 市は、地域クラブ活動を行う団体等に対して学校施設、社会教育施設や文化施設 
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等について低廉な利用料を認めるなど、負担軽減や利用しやすい環境づくりを行 

う。 

オ 市及び学校は、学校の負担なく学校施設の円滑な利用を進めるため、学校、行 

政、関係団体によるⅡ２（２）イ（ア）の協議会等を通じて、前記イからエまでを 

踏まえた地域クラブ活動の際の利用ルール等を策定する。 

カ 前記アからオまでについて、県や市の実務担当者向けの「学校体育施設の有効活 

用に関する手引き」（令和２年３月スポーツ庁策定）や「地域での文化活動を推進す 

るための『学校施設開放の方針』について」（令和３年１月文化庁策定）も参考に取 

り組む。 

（７）会費の適切な設定と保護者等の負担軽減  

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、受益者負担の原則を踏まえ、生徒や保 

 護者、地域住民等の理解を得つつ、活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り 

低廉な会費を設定する。 

イ 市は、地域クラブ活動に係る施設使用料を低廉な額としたり、送迎面の配慮を行 

ったりするなどの支援を行うとともに、国の制度等を踏まえながら、経済的に困窮 

する家庭の生徒の地域クラブ活動への参加費用の支援等の取組を進める。 

ウ 市は、地域クラブ活動の運営団体・実施主体が、地元の企業等の協力を得て、企 

業等が有する施設の利用や設備・用具・楽器の寄附等の支援を受けられる体制の整 

備や、家庭の参加費用の負担軽減に資する取組等を推進する。 

エ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、「スポーツ団体ガバナンスコード＜一般 

スポーツ団体向け＞」に準拠し、公正かつ適切な会計処理を行い、組織運営に透明性 

を確保するため、関係者に対する情報開示を適切に行う。 

（８）保険の加入  

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、指導者や参加する生徒等に対して、責 

任の所在等を明確にし、自身の怪我等を補償する保険や個人賠償責任保険に加入す 

るよう促す。 
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イ 各競技団体又は生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わる各分野の関係団体等は、 

競技・分野特性やこれまでの活動状況・怪我や事故の発生状況等を踏まえ適切な補 

償内容・保険料である保険を選定し、地域クラブ活動の運営団体・実施主体が各競 

技団体又は生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わる各分野の関係団体等に加盟する 

に当たって、指導者や参加者等に対して指定する保険加入を義務付けるなど、怪我 

や事故が生じても適切な補償が受けられるようにする。 

３ 学校との連携等  

（１）地域クラブ活動は、青少年のスポーツ・文化芸術活動が有する教育的意義のみなら

ず、集団の中で仲間と切磋琢磨することや、学校の授業とは違った場所で生徒が活躍

することなど、生徒の望ましい成長を保障していく観点から、教育的意義を持ちうる

ものである。学校部活動の教育的意義や役割を継承・発展させ、地域での多様な体験

や様々な世代との豊かな交流等を通じた学びなどの新しい価値が創出されるよう、学

校・家庭・地域の相互の連携・協働の下、スポーツ・文化芸術活動による教育的機能

を一層高めていくことが大切である。 

（２）地域クラブ活動と学校部活動との間では、運営団体・実施主体や指導者が異なるた

め、Ⅱ２（２）イ（ア）で述べた協議会等の場を活用し、地域クラブ活動と学校部活

動との間で、活動方針や活動状況、スケジュール等の共通理解を図るとともに、関係

者が日々の生徒の活動状況に関する情報共有等を綿密に行い、学校を含めた地域全体

で生徒の望ましい成長を保障する。その際、兼職兼業により指導に携わる教師の知見

も活用する。 

（３）市は、地域クラブ活動が前記２に示した内容に沿って適正に行われるよう、地域ク 

ラブ活動の運営団体・実施主体の取組状況を適宜把握し、必要な指導助言を行う。 

（４）市教育委員会及び校長は、地域で実施されているスポーツ・文化芸術活動の内容等

も生徒や保護者に周知するなど、生徒が興味関心に応じて自分にふさわしい活動を選

べるようにする。 
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Ⅲ 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向 

けた環境整備 

学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行といった新たなスポーツ・文化芸術 

環境の整備を進めるに当たっては、多くの関係者が連携・協働して段階的・計画的に取 

り組む必要があり、ここでは、地域の実情に応じた生徒のスポーツ・文化芸術活動の最 

適化に資するよう、その進め方や検討体制、スケジュール等について示す。市において 

は、地域の実情に応じ、関係者の共通理解の下、できるところから取組を進めていくも 

のとする。 

１ 新たなスポーツ・文化芸術環境の整備方法 

（１）休日の活動の在り方等の検討 

ア 地域における新たなスポーツ・文化芸術環境の整備について、まずは、休日にお 

ける地域の環境の整備を着実に進める。その際、休日と平日で指導者が異なる場合 

には、あらかじめ指導者等の間で指導方針や生徒の活動状況に関する情報等の共有 

を行うなど緊密な連携を図るとともに、生徒や保護者等に対し、学校部活動の地域 

移行の趣旨を丁寧に説明し、理解を得ることが重要である。 

イ 平日における環境整備については、できるところから取り組むことが考えられ、 

地域の実情に応じた休日における取組の進捗状況等を検証し、更なる改革を推進す 

る。 

ウ 地域の実情等によっては、平日と休日を一体として取り組むことや、平日から先 

に取り組むこともあり得るため、どのような進め方が当該地域の実情等に照らして 

ふさわしいかについては、各地域における関係者間で丁寧に調整をした上で方針を 

決定する。 

（２）検討体制の整備 

ア 市は、生涯学習課、文化交流課、学校教育課、教育総務課、地域スポーツ・文化 

芸術団体、学校、地域指導者、保護者等の関係者からなる協議会等を設置し、アン 
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ケートなどを通じて生徒のニーズを適宜把握しつつ、新たなスポーツ・文化芸術環 

境の整備方法等を検討し、実行する。 

イ 市は、今後は地域のスポーツ・文化芸術環境の整備を進める観点から、学校教育 

課や教育総務課との緊密な連携・協力に基づき、生涯学習課や文化交流課が中心と 

なって取り組む。必要に応じて、健康増進や社会福祉・医療、まちづくりの担当部 

署等の他、地域スポーツ・文化コミッションやスポーツ推進委員、まちづくり協議 

会等との連携も考える。 

ウ 県スポーツ協会及び市体育・スポーツ協会や文化振興財団・文化協会などの団体 

は、地域の各スポーツ・文化芸術団体等の取組の助言・支援を行う。 

エ 県競技団体及び市競技団体又は生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わる各分野の 

関係団体等は、中央競技団体等の支援や助言を受けつつ、各競技種目の指導者の養 

成・派遣や活動プログラムの提供などにより、地域スポーツ・文化芸術環境の整備 

に参画する。 

オ 学校は、生徒の教育や健全育成に関する専門性と実績を生かし、地域スポーツ・ 

文化芸術環境の整備に関して、市の関係部署や地域におけるスポーツ・文化芸術団 

体等と協力・協働する。 

 （３）段階的な体制の整備 

学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備に当たっては、 

地域の実情に応じたスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、生徒の体験格差を解消 

する観点から、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、クラブチーム、プロチ 

ーム、フィットネスジム、民間事業者、大学や、地域の体育・スポーツ協会、競技団 

体、文化芸術団体など多様な運営団体・実施主体が、社会体育・教育施設や文化施設、 

自らの保有する施設を活用して、多様な活動に親しむ機会を確保し、中学校等の生徒が 

参加する体制の整備を段階的に進めることが考えられる。 

なお、直ちに上記のような体制を整備することが困難な場合には、当面、学校部活 

動の地域連携として、必要に応じて合同部活動や拠点校方式による部活動も導入しな 
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がら、市教育委員会や学校が、学校運営協議会等の仕組みも活用しつつ地域の協力を 

得て、部活動指導員や外部指導者を適切に配置し、生徒の活動環境を確保することが 

考えられる。 

２ 休日の学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行の段階的推進 

（１）国は、令和５年度から令和７年度までの３年間を改革推進期間と位置付け、休日に 

おける学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行の方針を定めている。県及び 

市は、段階的に地域スポーツ・文化芸術環境整備のための取組を重点的に行っていく 

ことが必要であり、休日の学校部活動を地域の実情に応じて、段階的に地域連携・地 

域移行を進める。その際、例えば、離島地区をはじめ、地域によっては合意形成や条 

件整備等のため時間を要する場合も考えられることから、地域の実情等に応じて可能 

な限り早期の実現を目指すこととする。 

（２）市は、改革推進期間終了後において、学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への 

移行に向けた環境整備に係る進捗状況等を評価・分析し、継続して地域のスポーツ・ 

文化芸術環境の充実に取り組む。 

３ 地方公共団体における総合的・計画的な取組 

（１）県及び市は、前記２を踏まえ、例えば推進計画の策定等により、地域のスポーツ・文 

化芸術団体、学校、保護者等の関係者に対し、取組の背景や地域におけるスポーツ・文 

化芸術環境の方針、具体的な取組の内容、生徒自身や地域社会に対し見込まれる効果、 

スケジュール等について分かりやすく周知し、理解と協力を得られるよう取り組む。 

（２）市は、学校における取組の進捗状況を把握し、必要な指導助言、支援を行う。 
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Ⅳ 大会等の在り方の見直し 

新たな地域クラブ活動を実施するに当たっては、活動の成果発表の場である大会やコ 

ンクール等において、学校部活動の参加者だけでなく、地域クラブ活動の参加者のニー 

ズ等に応じて、持続可能な運営がされることが必要である。 

一方、生徒のバランスのとれた生活と成長の確保、スポーツ障害の予防などの観点か 

ら、適切な休養日を確保することも重要であり、将来を担う生徒にとって、望ましい大 

会の在り方を整備していく必要がある。 

１ 生徒の大会等の参加機会の確保 

（１）中学校等の生徒を対象とする大会等の主催者は、生徒の参加機会の確保の観点から、 

大会参加資格を学校単位に限定することなく、地域の実情に応じ、地域クラブ活動や複 

数校合同チームの会員等も参加できるよう、全国大会、県大会及び市大会において見直 

しを行う。例えば、既に日本中学校体育連盟（以下「日本中体連」という。）において 

は、令和５年度から地域のスポーツ団体等の活動に参加する中学生の全国中学校体育大 

会への参加を承認することを決定し、その参加資格の拡大を着実に実施することとなっ 

ている。あわせて、県中学校体育連盟（以下「県中体連」という。）においても、令和 

５年度の「長崎県中学校総合体育大会」から、学校単位に加えて、地域スポーツクラブ 

も参加ができるように決定している。県中体連主催の大会においては、今後の日本中体 

連の方針等を踏まえながら段階的に望ましい大会の在り方について検討していくとし 

ている。また、平戸市中学校体育連盟（以下「市中体連」という。）においても、日本 

中体連及び県中体連の動向も踏まえながら、生徒が日頃親しんでいるスポーツの成果発 

表の場として、大会参加の機会の確保に努める。 

（２）県及び市は、大会等に対する支援の在り方を見直し、地域クラブ活動等も参加でき 

る大会等に対して、補助金や後援名義、学校や公共の体育・スポーツ施設、文化施設 

の貸与等の支援を行う。 

（３）大会等の主催者は、移行期において学校部活動と地域クラブ活動の両方が存在する 
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状況において、公平・公正な大会参加機会を確保できるよう、複数校合同チームの取 

扱いや参加登録の在り方について、随時、実態に応じた見直しを図り、生徒にとって 

望ましい大会とする。 

２ 大会等への参加の引率や運営に係る体制の整備 

（１）大会等への参加の引率 

【学校部活動】  

ア 県教育委員会及び市教育委員会は、学校部活動における外部指導者の引率につい 

て、今後、国が示す事故等における管理責任や補償制度等の指針等を踏まえて検討 

していく。 

イ 大会等の主催者は、県教育委員会及び市教育委員会の外部指導者における大会引 

率の方針等を受け、生徒の安全確保等に留意しつつ、大会等の参加規定を見直す。 

【地域クラブ活動】  

地域クラブ活動における大会等の引率は、実施主体の指導者等が行うこととし、大 

会等の主催者はその旨を大会等の規定として整備し、運用する。 

（２）大会運営への従事  

ア 大会等の主催者は、自らの団体等に所属する職員に大会運営を担わせ、人員が足 

りない場合は、大会主催者が大会開催に係る経費を用いてスポーツ・文化芸術団体 

等に外部委託をするなど、適切な体制を整える。 

イ 大会等の主催者は、大会等に参加する学校や地域クラブ活動の実施主体等に対し 

て、審判員等として大会運営への参画を出場要件として求める場合は、参画するこ 

とに同意する部活動顧問や地域クラブ活動の指導者に対して、大会等の主催者のス 

タッフとなることを委嘱し、主催者の一員として大会等に従事することを明確にす 

る。 

ウ 市教育委員会及び校長は、大会運営に従事する教師等の服務上の扱いの明確化や 

兼職兼業の許可について、適切な服務監督を行う。地域クラブ活動の運営団体・実 

施主体は、当該団体等の規定等に基づき、必要に応じて大会運営に従事する指導者 
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の兼職兼業等の適切な勤務管理を行う。 

エ 市教育委員会や校長は、スポーツ・文化芸術団体の役員等として日頃から当該団 

体等の活動に従事している教師等を含め、教師等が実費弁済の範囲を超えて報酬を 

得て大会運営に従事することを希望する場合は、兼職兼業の許可を含めた適切な勤 

務管理を行う。この際、学校における業務への影響の有無、教師等の健康への配慮 

から、学校での職務負担や大会運営に従事する日数等を確認した上で、兼職兼業等 

の許可の判断を行う。 

オ 大会等の主催者は、必要に応じ、スポーツ・文化ボランティア活動の推進に関す 

る取組等との連携を図る。 

３ 生徒の安全確保  

（１）大会等の主催者は、参加する生徒の健康と安全を守るため、大会等の開催時期につ 

いて、夏の時期を避けるなどの対策を行う。 

（２）大会等の主催者は、夏季以外の季節であっても気温や湿度の高い日が少なくないこ 

とから、各種目・部門の特性等を踏まえ、中学校等の生徒向けの大会等の開催が可能 

な環境基準として、例えば、気温や湿度、暑さ指数（WBGT）等の客観的な数値を示す。 

（３）大会等の主催者は、天候不順等により大会日程が過密になった場合は、大会等を最 

後まで実施することのみを重視することなく、試合数の調整や、途中で大会等を打ち 

切るなど、生徒の体調管理を最優先に対応する。 

４ 市大会をはじめとする大会等の在り方 

（１）大会等の主催者は、発育・発達期にある生徒にとっての大会の意義を、本方針の趣 

旨を踏まえて改めて検討し、意義が認められる場合にはそれを踏まえて、生徒にとっ 

てふさわしい大会の在り方や、適切な大会等の運営体制等に見直す。 

（２）大会等の主催者は、大会の開催回数について、生徒や保護者等の心身の負担が過重 

にならないようにするとともに、学校生活との適切な両立を前提として、種目・部 

門・分野ごとに適正な回数に精選する。 

（３）県中体連、県中文連及び市中体連並びに、県・市教育委員会は、前記Ⅱ２（２）イ（ア） 
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の協議会等の場を活用し、中学校の生徒が参加する大会等の全体像を把握し、週末等に 

開催される様々な大会等に参加することが、生徒や指導者の過度な負担とならないよう、 

大会等の統廃合等を主催者に要請するとともに、県教教育委員会が定めた「学校単位で 

参加する大会等の見直しについて」（平成３１年１月２３日付、３０教体第４０５号及 

び令和元年９月１１日付、３１教文第５６５号）に則り、運動部が参加する大会数の上 

限の目安等を定める。 

（４）校長や地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、県中体連及び市中体連並びに県・ 

市教育委員会が定める前記の目安等を踏まえ、生徒の教育上の意義や、生徒や指導者 

の負担が過度とならないことを考慮して、参加する大会等を精査する。 

（５）大会等の主催者は、生徒・保護者・指導者の負担や実情を踏まえ、適切な大会規模

や日程等の在り方を検討する。また、原則、家庭の日（毎月第３日曜日）に大会等の

開催を行わないように努める。 

（６）大会等の主催者は、スポーツ・文化芸術に親しむことや生徒間の交流を主目的とし 

た大会や、高い水準の技能や記録に挑む生徒が競い合うことを主目的とした大会など 

の多様な大会を開催する。その際、誰もが参加機会を得られるよう、リーグ戦の導入 

や、能力別にリーグを分けるなどの工夫をする。 

（７）スポーツ団体、文化芸術団体は、例えば、大会等の開催と併せて生徒等向けの体験 

会を実施するなど、自分なりのペースでスポーツ・文化芸術に親しみたい生徒や、複 

数の運動種目等を経験したい生徒等のニーズに対応した機会を設ける。 

（８）特別支援学校等の大会等については、特別支援学校等に在籍する生徒のスポーツ・ 

文化芸術への参画を促進する観点から、関係者が連携して、本方針の趣旨を踏まえ、 

大会等の整備を進める。その際、学校における働き方改革の動向に十分留意する。 
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終わりに 

学校部活動は、生徒の自主性や協調性、責任感、連帯感などを育成するとともに、部員

同士が同じ目標に向かって取り組むことで、豊かな人間関係を築くなど、心身ともに健全

な育成を図ることができる大変有意義な活動である。 

スポーツ活動においては、生徒の「スポーツ障害の予防」や「生涯にわたる豊かなスポ

ーツライフの実現」を第一に目指し、スポーツ医・科学的な見地から休養日や活動時間の

基準を設定した。この基準を踏まえた活動は、生徒の発育・発達の過程で最高のパフォー

マンスの発揮や本人のやる気・意欲の向上にも結びつき、平戸市の競技力向上にもつなが

るものと考える。 

文化芸術活動においては、子どもたちが生涯にわたって文化芸術等の活動に親しむことを

第一に目指し、望ましい生活習慣の確立の観点から休養日や活動時間の基準を設定した。こ

の基準を踏まえた活動は、生徒のバランスのとれた生活や成長にも結びつき、平戸市の文化

芸術等の活動の活性化にもつながるものと考える。  

少子化が進む中、今後の学校部活動については、学校単位だけで運営することが厳しく

なっており、将来にわたり、子どもたちがスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保す

るためには、地域で子どもを育てる視点が重要になってくる。 

平戸市においては、令和４年度から学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方につ

いて、今後の学校部活動の地域移行における現状や課題を分析・整理し、本市が目指す改

革の方向性等について議論を重ねてきた。 

 学校やスポーツ・文化芸術団体等においては、本方針を踏まえつつ、地域の実情に合わ

せて様々な手法の中から選択したり、複数の手法を組み合わせるなどの創意工夫を凝らし

たりして、生徒や保護者等の理解を得つつ、段階的な地域移行の取組を進めることが望ま

れる。 

平戸市教育委員会においては、本方針について、着実な実施を図るとともに国の改革推

進期間における取組の進捗状況等を勘案し、適宜必要な見直しを行うこととする。 


